
 

新型コロナウイルス感染症について 
 

１ 発生状況 

（１）海外における発生状況（２月27日 10時 30分現在，括弧内は死亡例）    

国・地域 感染者数 
（死亡者数） 国・地域 感染者数 

（死亡者数） 国・地域 感染者数 
（死亡者数） 

中国 78,497(2,744) ドイツ 23 バーレーン 33 
香港 91(2) アラブ首長国連邦 13 オマーン 4 
マカオ 10 フィンランド 2 アフガニスタン 1 
台湾 32(1) イタリア 400(12) イラク 5 
タイ 40 インド 3 アルジェリア 1 
韓国 1,595(12) フィリピン 3(1) オーストリア 2 
米国 59 英国 13 スイス 1 
ベトナム 16 ロシア 2 クロアチア 3 
シンガポール 93 スウェーデン 2 ブラジル 1 
フランス 18(2) スペイン 12 ジョージア 1 
オーストラリア 23 ベルギー 1 パキスタン 2 
マレーシア 22 エジプト 1 北マケドニア 1 
ネパール 1 イラン 139(19) ギリシア 1 
カナダ 12 イスラエル 2 ノルウェー 1 
カンボジア 1 レバノン 2   
スリランカ 1 クウェート 26 計 81,212(2,793) 

（２）国内における発生状況（２月27日 12時現在，厚生労働省） 

  ア 国内事例 

   ○167例の患者及び 19例の無症状病原体保有者を確認，死亡者３名 
○現在のところ，県内での当該感染症の発生の確認はない。 

イ クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」 

〇延べ 4,061名に対して検査を実施し， 705名が陽性（うち無症状病原体保有者延べ392名） 
 

２ 本県における対応 

（１）医療提供体制の整備 

ア 帰国者・接触者相談センター及び帰国者・接触者外来の設置 

・新型コロナウイルス感染症の感染が疑われる場合に，どこの医療機関を受診すべきか分からな

いという県民の方々の不安を軽減し，また，患者の診療体制の整った医療機関「帰国者・接触者

外来」（２１医療機関）に確実につなぐために，各保健所に「帰国者・接触者相談センター」を

設置。 

イ 医療機関への情報提供，協力依頼 

   ・呼吸器症状のある患者にサージカルマスクを着用させ，医療従事者は診察の際に標準予防策を

実施する等，院内での感染対策を徹底するとともに，新型コロナウイルス感染症の疑い例の定

義に該当する場合は，管轄保健所に連絡するよう依頼。（1/8～） 

ウ 患者発生時の受け入れ医療機関 

   ・１１の感染症指定医療機関に４８床を確保していたが，今後，県内における集団発生に備え，

県内の医療機関に協力要請を行い，感染症指定医療機関を含め３４医療機関に２００床程度を

確保。（２月２７日現在） 

エ 検査実施体制の整備 

   ・衛生研究所における検査実施体制を整備。（1/26～2/27:計 114件） 
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（２）県民への情報提供 

ア 電話相談窓口の設置 

・県民の疑問や不安を解消するため，疾病対策課及び各保健所内に相談窓口の設置。（1/31～） 

・県内１例目の発生があった場合には，疾病対策課に設置した電話相談窓口を 24 時間体制に拡

充。 

 
 

イ 県民への注意喚起 

・県ホームページに，電話相談窓口や帰国者・接触者相談センターについて案内するとともに，

風邪やインフルエンザが多い時期であることを踏まえて，マスク着用等の咳エチケットや手

洗い等，通常の感染対策が重要であることを周知。 

・ＮＨＫ県域放送や茨城放送等，各種メディアを通じて，関連情報を周知。 

・県内の各種業界団体等を通じて，県民や事業者等に感染症対策の徹底を周知。（1/31） 

・特に旅館業組合等には，宿泊者に対する新型コロナウイルスに関する情報提供を行うとともに，

発熱かつ呼吸器症状（咳等）の発症時に必ず申し出るよう伝えること等周知し，医療機関の

紹介等の支援を依頼。 

 

（３）横浜港に寄港したクルーズ船内で確認された新型コロナウイルス感染症患者の受入れ 

・２月 10 日以降，厚生労働省から本県に対し，クルーズ船「ダイヤモンド・プリンセス号」の乗

客乗員のうち，新型コロナウイルスに感染した患者の受入れの要請があり，２月 11 日以降，延

べ 21人（２月２７日現在）の患者を県内の感染症指定医療機関が受け入れ。 

・また，船内で１４日間の健康観察期間中に新型コロナウイルスに感染していないことが確認され

２月１９日から２１日までに下船された方のうち，１４名が本県在住者である旨，厚生労働省か

ら連絡があり，これらの方に対し，各保健所が体温や咳，咽頭痛の有無などの健康状態の確認を

下船の日から１４日間実施。 

 

（４）小中高等学校における一斉臨時休業に係る幼児教育・保育施設等の対応 

  ア 国通知内容（厚労省・文科省通知） 

   ・保育所・幼稚園・認定こども園：原則開所（一斉臨時休業の対象外） 

     ※感染者が発生した場合などにおいては臨時休園により対応。 

   ・放課後児童クラブ：原則開所（開所時間：長期休暇などに準じ，原則１日８時間） 

   ・放課後等デイサービス：原則開所（開所時間：可能な限り長時間の対応） 

  イ 小学校及び特別支援学校の臨時休業に伴う課題 

    臨時休業により，日中の居場所の確保に困る児童・生徒が発生。 

 （対応） 

   ・放課後児童クラブ 

    → 日中から居場所を提供するため人員等の体制を確保したうえで，対応をとるよう市町村に

依頼中。 
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   ・放課後等デイサービス 

    → 特別支援学校に在籍する障害のある幼児児童生徒が利用するため，感染の予防に留意した

上で，原則として開所・受入を市町村を通じて要請中。 

教育委員会と福祉部局や福祉事業所と連携したうえで，居場所の確保に取り組むよう文科 

省通知により要請があり，「放課後等デイサービス事業」等の障害福祉サービスで受けきれ 

ない障害児については，特別支援学校において受け入れを検討中。 

   


